
船舶事故調査報告書 

令和４年３月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年８月２日 １３時３０分ごろ 

発生場所 北海道小樽市塩谷
し お や

海岸北方沖 

 塩谷
し お や

港外防波堤西灯台から真方位０２６°６９０ｍ付近 

 （概位 北緯４３°１３.４′ 東経１４０°５５.３′） 

事故の概要  プレジャーボートレスキュー４０８は、ゴムボートをえい
．．

航して南

進中、また、水上オートバイ F X
エフエックス

-
－

Cruiser
ク ル ー ザ ー

 S V H O
エスブイエイチオー

は、浮体をえ
．

い
．
航して遊走中、レスキュー４０８と同浮体とが衝突した。 

事故調査の経過 令和２年８月４日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート レスキュー４０８、５トン未満 

   ２００－３４２８５北海道、有限会社船商 

Ｂ 水上オートバイ FX-Cruiser SVHO、０.２トン 

   ２００－４０７０６北海道、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（浮体搭乗者） 

 損傷 Ａ 右舷船首部の手すりの根元付近破損 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、乗客４人が乗ったゴムボートを

えい
．．

航して、小樽市塩谷の係留地を出発し、塩谷海岸を巡る遊覧航行

を行っていた。 

 Ａ船は、塩谷海岸の北方沖を、真方位約１７０°の針路及び約６ 

ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で南進していたところ、Ａ船

の右舷中央部と、Ｂ船のえい
．．

航する浮体とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、後部座席に同乗者１人を、長さ

約１０ｍのロープでえい
．．

航する浮体に知人２人を乗せて遊走中、Ａ船

の右舷方を約３０km/h の速力で追い越した際、えい
．．

航していた浮体と

Ａ船とが衝突した。 

 Ｂ船のえい
．．

航する浮体の船首側に乗っていた搭乗者１人は、衝突の

衝撃でＡ船上に投げ出され、Ａ船の右舷船首部の手すり等に身体をぶ

つけて、左大腿部打撲等を負った。 

分析 Ａ船は、ゴムボートをえい
．．

航して南進中、Ｂ船は、浮体をえい
．．

航し



て遊走中、Ｂ船がＡ船の右舷方を追い越した際に、Ａ船とＢ船のえい
．．

航する浮体とが接近したことにより衝突したものと考えられるが、船

長Ｂから情報が得られなかったことから、Ａ船とＢ船のえい
．．

航する浮

体とが接近した状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、Ａ船がゴムボートをえい
．．

航して南進中、Ｂ船が浮体をえ
．

い
．
航して遊走中、Ｂ船がＡ船の右舷方を追い越した際、Ａ船とＢ船の

えい
．．

航する浮体とが接近したことにより、Ａ船とＢ船のえい
．．

航する浮

体とが衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・水上オートバイ等で、浮体等をえい
．．

航する際は、浮体等が他船に

接近しないよう、十分離れて航行すること。 

 


